
（広報資料） 
平 成 １ ９ 年 ７ 月 ２ ３ 日 
都 市 計 画 局 
担当：都市景観部景観政策課 
電話：２２２－３３９７ 

 
 

「新景観政策」啓発リーフレットの発行について 

 
京都市では，京都の優れた景観を守り，育て，５０年後，１００年後の未来へと引き継

いでいくため，建物の高さとデザイン及び屋外広告物の規制等を全市的に見直した「新景

観政策」を平成１９年９月１日から実施します。 
この度，「新景観政策」全体の概要について，市民の皆様にわかりやすく紹介した啓発リ

ーフレットを発行しますので，お知らせします。 
 

記 
１ 名 称 

新景観政策 時を超え光り輝く京都の景観づくり 

（新景観政策全体の概要を紹介したもの） 

 
２ 内 容 
   新景観政策の５つの柱である建物の高さ，建物等のデザイン，眺望景観や借景，屋

外広告物，歴史的な町並みに関する規制や制度の概要及び同政策にあわせて実施する

支援制度の概要を紹介しています。 
 
３ 仕 様 等 

Ａ４判カラー，８頁（６３，５００部発行） 

 
４ 配布開始日     

平成１９年８月１日（水） 
 
５ 配 布 方 法     

○市役所案内所，各区役所・支所及び景観政策課・市街地景観課の窓口等で配布 
  ○上記場所での配布に加え，８月中頃に市政協力委員の皆さんを通じて各御家庭に回

覧予定 


















